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1994年の年金改正とその評価

高　山　憲　之

1　はじめに

　1994年11月2日に新しい年金法が成立した．長年の懸案であった支給開

始年齢問題に決着がつく一方，ネヅトスライド制が導入されるなど「1O年

に1回の大改革」という名にまさにふさわしい年金改革であった．

　本稿では第2節で1994年年金改正法の主要内容を紹介する1そして、ネ

ットスライド，支給開始年齢の調整，高齢者の雇用促進，保険料率の引き上

げと年金財政の将来収支見直しについて順次議論する（第3節～第6節）．

そして第7節で女性の年金問題をとりあげ，第8節で残された課題に言及し

たい．

2新年金法の主要内容

　成立した年金改正法の主要内容は次のとおりである．

　1）　これまで被用者に60歳から特別に支給されていた老齢年金のうち，

いわゆる2階部分の報酬比例部分は今後とも60歳から減額なしで受給する

ことができる．

　2）一方，上記の年金のうち1階の定額部分（特別支給分）は2001年度

から徐々に調整しはじめ，2013年度には完全に消滅させる．その代わり非

被用者と同様に基礎年金（65歳以降の定額年金）を60歳から繰り上げて受

給することができる．

　3）60歳代前半の在職者が受給する年金（在職老齢年金）を雇用促進型
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に改める．

　4）賃金再評価の指標を税・社会保険料込みのグロス賃金の上昇率から

税一社会保険料控除後のネット賃金の上昇率に改める（いわゆるネヅトスラ

イドの導入）．

　5）失業保険給付を受給中の者には年金給付を支給しない．また高年齢

雇用継続給付と在職老齢年金は併給調整する（いずれも1998年4月以降）．

　6）共働きの妻の遺族年金について給付改善を図る（95年4月実施）．

また高校を卒業するまで（厳密には18歳の誕生日が属す年度末まで）遺族

基礎年金等が受給できるようになった（95年4月実施）．さらに遺族給付の

受給要件も緩和された（生計維持基準が600万円未満から850万円未満に引

き上げられた．94年11月実施）．

　7）育児休業期間中の年金保険料（本人負担分）納付を免除することに

なウた（1995年4月実施）．

　8）障害年金もいくつか改善された．すなわち①障害年金再受給を支給

停止期間3年以上の者にも認めた（94年11月実施），②1986年4月以前に

おいて年金制度加入直後に障害者になった者に対し加入期問が6ヶ月未満で

あっても障害年金を受給できるようにした（94年11月実施），③20歳前傷

病による障害基礎年金の受給要件緩和（所得制限を緩和し，半額受給の道を

新たに開いた．95年8月実施），④初診日前の1年間，保険料を滞納しなか

った者が障害基礎年金等を受給できるようにした．

　9）保険料の引き上げ幅を見直すことにした．

　10）　ボーナスからも1％の年金保険料を新たに徴収する（労使折半，94

．年4月実施）．

　11）現在，一律に定められている厚生年金基金の免除保険料率を複数化

する（3．2％～3．8％．96年4月実施）．なお94年11月～96年3月の間の免

除料率は3．5％とした（94年10月までは3．2％であった）．

　12）厚生年金基金の積立金に関する運用規制を緩和し，投資顧問会社の

自主運用枠をニューマネーの3分の1からオールドマネーを含む全積立金の
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3分の1に拡大した（94年11月実施）．

　13）短期在留外国人が制度を脱退した場合に一時金（本人の年金拠出金

相当）を新たに支払う（95年4月実施）．

　14）沖縄の厚生年金について1954年5月～69年12月の間の保険料を納

付すれぱ年金額を増額する道を開いた（95年4月実施）．

　15）第3号被保険者の届出を市区町村の窓口にしていなかった者に対し

て・95年4月から97年3月までに届出をすれば過去にさかのぼって年金加

入を認めるという特例を講じた．

　16）国民年金に任意加入できる上限年齢を65歳から70歳に引き上げた

（1955年4月1日以前に生まれた者のみ．95年4月実施）．

　17）国民年金における死亡一時金が引き上げられた（94年11月実施）．

　18）永住帰国した中国残留邦人等について永住帰国前の期間を保険料免

除期間とし・その間の保険料を追納した者の年金額を増額する特例を講じた

（96年4月実施）．

3支給開始年齢の調整

　周知のようにサラリーマン（被用者）の年金は2つの部分すなわち定額部

分と報酬比例部分から構成されている1）．その支給開始年齢を政府はかねて

から65歳支給としたいと繰りかえし言明してきた．とくに前回の1989年改

正時には・もっぱら年金財政上の観点に立って，65歳支給開始をいわぱ年

金財政対策の切り札として提案したのである．そして年金支給開始年齢の

65歳引き上げが閣議決定されたが，国会における議論でそれは時期尚早と

され，先送りされてしまった．

　この懸案をどう決着させるかということが今回改正においても最大の難問

となっていた．改正の結果，満額年金の支給開始年齢は長期的に1階部分

65歳，2階部分60歳となる．これは男女間における支給開始年齢の違いを

調整す予方法のひとつとして，かつてイギリスで検討されていた内容と基本

的に同じである2）．
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　　　　　　　　図1満額年金の支給開始年齢（一般男子）

昭和ユ6年4月1日以前

生まれ

昭和16年4月2日一
昭和18年4月1日生まれ

昭和18年4月2日一
昭和20年4月1日生まれ

昭和20年4月2日一
昭和22年4月1日生まれ

昭和22年4月2日一
昭和24年4月1日生まれ

昭和24年4月2日以後
生まれ

＊女子の場合は生年月日が5年遅れとなる．

　支給開始年齢の調整が完了した時点および調整期間中における年金給付の

仕組みは図1のようになる．60歳代前半層むけの特別支給の年金は長期的

に2階部分の報酬比例部分のみに置きかわる．男性の場合，調整は2001年

度から開始さ払2013年度に完了する．また女性（民問部門のみ）は翻整

の時期が男性より5年遅れとなる9）．

　なお1階の基礎年金（65歳から満額支給）は60歳から繰り上げて受給す

ることができる．現行の減額率は1歳繰上げで11％，2歳繰上げで20％，3

歳繰上げで28％，4歳繰上げで35％，5歳繰上げで42％とそれぞれなって

いる．したがって調整完了後にサラリーマンが60歳から基礎年金を受給し

ようとすると，給付率は58％となる．減額は一生つづく．ただし報酬比例

部分は60歳から受給しても減額は原則としてない．
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　現行の減額率は大きすぎるという意見もあるので，2001年度における最

新の生命表を用いて見直すとしている．

　基礎年金の繰上げ受給分を含めると，将来においても長期加入の標準ケー

スで現役手取り賃金の3分の2前後を60歳から受給することが可能になる

だろう（60歳完全退職の場合．改正前はほぽ80％水準であった）．この手

取りの水準は欧米の先進工業国における年金水準とくらべて遜色がない．ち

なみに，この場合OBの手取り収入を1OOとすると，現役の手取り収入は

150前後になり，老夫婦2人と現役4人家族の違いを考慮すれば，それなり

の収入バランスとなっている．

　このように支給開始年齢の調整は，結果的に60歳受給開始者の年金給付

水準を引き下げる形となった．

4給付水準問題

　今回の改正により，年金受給世代と現役世代の「給付と負担のバランス」

が図られることになり，名目賃金の伸びに応じて年金給付額を見直してきた

従来の方式に代わって，現役世代の実質的な賃金（税・社会保険料を除いた

賃金）の動向に応じて年金額が改定されることになった．長期的にみると給

付水準は手取り賃金との対比で定まることになる．給付水準の設定方法は事

実上，変わる．

　公的年金は「1つのパイを現役とOBとでどう分けあうか」についてのル

ールを定めるものである．OBには品位の保てるような生活をしてもらいた

い．一方，現役は勤労や努力がそれなりに報われるような分け前を享受して

よい．このような2つの願いを同時にかなえるルールを定めるのが年金制度

にほかカ1らなし、．

　しかるに従来のルールには問題があった．高齢化の進行に伴うてパイの分

け前がOBの方に徐々に有利に変わっていく内容であったからにほかならな

し、．

　厚生年金における標準的な給付水準は1975年前後において60％前後であ
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（36）　　　一橋論叢　第113巻　第6号　平成7年（1995年）6月号

（％）

100

図2手取りの所得パランス

　　　　　　　　（％）

ウ

（…見役〕　　　　　（OB〕

手取リ賃金：年金給付＝｛3：2）
　〔…見役〕　　　｛OB〕

（現役）　　　　｛OB〕

手取り賃金：年金絵付＝15：4）
　｛現役）　　｛OB〕

ウた（図2）．これは税・社会保険料を控除する前の賃金月額に対する割合

である．サラリーマン現役を全体としてみると，当時の所得税・住民税・社

会保険料は合計で約10％の負担であった．他方，0B組の負担する所得

税・住民税・社会保険料はきわめて少額にとどまっていた．税・社会保険料

を控除する前のグロス収入を比較すると，賃金月収と年金はほぼ100対60

であったが，控除後のネット収入で比較すると90対60すなわち3対2の割

合であったことになる．

　この絶妙な所得バランスは，その後，OB組に有利に変わってきた．86年

時点になると，標準年金の水準は68％まで上昇した一方，現役の負担する

税・社会保険料は全体として約16％に達したからである．ネット収入で比

較すると，賃金月収84に対して年金68の割合すなわち5対4に所得バラン

スは変わったのである4）．

　人口高齢化は今後とも急激に進む．税・社会保険料の負担増は今後とも避

けられない．その結果，現役の手取りは税込み月収の70～75％まで低下す

る公算が大きい．手取りで比較した月収バランスは将来，場合によっては現

役70対0B69となり，ほぼ同じになってしまう．r世代と世代の助けあい」
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という年金制度の基本性格からみて，これはなんとも奇妙な事態である．

　現役とOB間の所得バランスを一定に保つためには，給付水準もはじめか

ら手取りべ一スで議論する必要がある．これまでのように税・社会保険料控

除前の賃金を用いて議論することはもうやめるのである．現在のバランスが

5対4であるから，このバランスを今後とも維持していくと合意するだけで

よい．そうすれぱ高齢化がいかに進んでも，年金はネット賃金に対して常に

一定に維持される．1人ひとりに着目したパイの分け前は死ぬまで変わらな

い．ネットスライドヘの切りかえはパイの分配ルールを安定化させ，公的年

金をめぐる世代間の信頼関係を厚く強固なものとするだろう．

　ネヅトスライドの意味については今のところ，その理解が年金関係者を含

めて極度に不足している状況にあるので，少し詳しく説明しておこう．表1

をご覧いただきたい．この表では年金水準は常にネット賃金のほぼ80％に

設定されている（民間サラリーマン対象の厚生年金：標準ケース）．ネット

スライドの場合，．年金水準はネット賃金の一定割合に決められ，給付改善も

ネット賃金の上昇にあわせて行われることになる．この場合，手取り月収の

世代間パランスは高齢化がいかにも進んでも5対4のまま変わらない（図

3）．

　現役組の公的負担（税・杜会保険料負担）が35年後に倍増すると仮定す

表1公的負担増と現役の実質手取り月収

年次 グロス賃金 現　　役 組 OB組
の年閻上昇率 グロス賃金 公的負担 ネット賃金 年金（グロス， ネパ）

1995
一

100 16 84 68

2，O％ 200 64 136 110

2030 1．O％ 142 45 97 78

0．6％ 123 39 84 68

注）1995年における現役組のグロス賃金を100と仮定して計算した．また公的

　負担は1995年が16％であり，35年後の2030年に32％になる（倍増する〕

　と仮定した．なお年金はネット賃金のほぼ80％が今後は不変に維持されると

　想定した．
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図3新年金制度におけるパイの分け前

1995年

2030年
現役：OB＝5：4

0現役口O　B

ると，年金のグロス賃金に対する割合は35年後には55％程度になる．グロ

ス賃金比で55％の年金水準は従来からみると20％近い給付費削減を意味し

ている、現役組が負担増で手取り賃金の上昇が抑えられるのであれぱ，その

分だけOBも年金給付改善を遠慮する．これがネットスライド切りかえの意

味であり，、一高齢化に伴う負担増をOB組略現役組と並んで等しく引き受けて

いくことに事実上なる5）．このような「新たな負担ルール」が年金分野で確

立されたことは，まさに画期的である．年金以外の社会保障分野や税制改革

においても，このような負担のルールが今後，参照されろことになるだろう．

　ネットスライドヘの切りかえは，実は1992年からドイツで実施された．

日本でも，1994年10月から，この切りかえが実施されることになったので

ある6）．

5雇用と年金の連携

　政府は支給開始年齢の調整にあたって前回とは異なるアプローチをした．

すなわち21世紀に向けて日本の社会経済をどうするかをまず議論し，労働

力供給制約が強まるなかで高齢者雇用の促進の重要性を指摘した．そして高

齢者雇用の促進ということと連携のとれた年金制度としていくことが必要で
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あると力説したのである．

　このような考え方に則して60歳代前半層むけの年金制度は従来より雇用

促進的に改められることになった．従来，60歳代前半層の受給する年金は

賃金収入があると支給が制限された．すなわち賃金月収が25万円以上にな

ると年金給付は支給されず，25万円未満の場合でも賃金の高低に応じて年

金給付の2～8割がカットされていた．賃金が高くなれぱ，その分だけ年金

給付をカットしていたのである．賃金増についての限界税率が100％である

場合と結果的には同じであった．これは，在職老齢年金の支給があくまでも

生活費保障という考え方に立脚していたためである．働いて賃金アヅプを手

に入れても，その分だけ年金がカットされ，賃金プラス年金の合計額はほと

んど増えない．このような制度は退職促進的になりがちである．

　この基本哲学が今回の改革で変わる．基本哲学は退職促進から雇用促進へ

と180度切りかえられる．高齢者の雇用を促進する方法として今回新たに法

制化された内容をつぎに紹介しておこう．その内容は主として2つある．

　まず年金制度からの対応では在職老齢年金を雇用促進型に改める方向が打

ちだされた．すなわち60歳以降ひきつづき賃金を稼ぎつづける場合，年金

給付の2割がまずカソトされる．つぎに年金の8割相当額と賃金とを合算し

て22万円超になると，賃金2万円増につき年金1万円カットとなる．そし

て，賃金月額が34万円に到達すると賃金増1に対して年金減1となる（図

4）．賃金月額34万円は1994年現在における男性の平均賃金水準にほぽ等し

い．

　従来とくらぺると賃金プラス年金の合計額は賃金増によって確実に増え

る7〕．これが従来と異なる点であり，「雇用促進型」という形容がつけられ

る理由にほかならない．賃金増2に対して合計額1のアップという仕組みは，

かつてアメリカ合衆国が採用していたものと同じである．

　なお年金支給が制限されるさいに，その判定基準となる賃金については，

これまでボーナスを含んでいなかった．また週33時間未満の短時間勤務

（嘱託，非常勤顧問など）についている者は賃金収入があっても年金を満額
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（40）　　　一橋論叢 第113巻第6号 平成7年（1995年）6月号

図4改善後の在職老齢年金

年金十賃金

年金額
25万円
の場合

　　22
年金額
20万円
の場合

年会額
15万円
の場合

　　　　　　　310
　　　　285　　g．．

。61　6．一27・O＝

24，1　45＝

・・2201・

　　　　　　38．O＝

　　　360　6：

330　4：34：
31　321
29＝

（単位：万円）

一22

10　　　　　15　　　　　20　　　　　25　　　　　30　　　34

｛9．8〕　　　（j5〕　　　（20〕　　　（26〕　　　（30）　（34）

賃金

帽準報酬

受給していた．これらの点は今回の改正でも改められない．さらに民間サラ

リーマンの場合，65歳以上になると高賃金を稼いでいても年金は満額受給

となっている．この点も変わらない．

　なお60歳代前半層の受給する報酬比例部分の年金については財源を65歳

以上の本体年金から分離し，メリット制に基づく特別保険料を徴収すべきで

あるという意見が年金専門家の間では少なくなかった8）．それによって60

歳代前半の雇用がメリット制がないときよりも促進されるからである．しか

し，このような仕組みの採用も今回，見送られた．

　つぎに雇用保険からの新たな対応を紹介する．その柱は「高年齢雇用継続

710



1994年の年金改正とその評価

図5高年齢雇用継続給付

（41）

賃金頷十給付額

100％

85％
80％

継続給付（O．25W）

　　　　　　　　　　　　　　　　　賃金額

　064851009そ（注）100％は60歳時点の賃金である。

給付」の創設（95年4月実施）である．この給付は，定年後における失業

給付の額が継続雇用時の賃金額より多いという「逆転現象」を解消するため

に打ちだされた．そして高齢者の働く意欲と能力に応えるために定年後もひ

きつづき雇用が継続されることを促進させるように工夫される．具体的には，

定年前後で大幅に賃金が下がることを新たに「失業に準ずるもの」と位置づ

け，定年後に賃金が下がった者に対し65歳まで原則として，その賃金の

25％を支給するというものである（図5）．なお60歳時点における賃金額の

64％を超える賃金額を60歳以降において稼ぐ場合には高年齢雇用継続給付

は25％より低くなり・85％以上の賃金を稼ぐ場合には高年齢雇用継続給付

は支給されない．また賃金プラス高年齢雇用継続給付の合計月額が36万

1680円（基本手当日額算定のさいの上限賃金の30日分）超の場合，超過分

が減額される．

　図6は在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の双方を受給する場合における

手取りの金額を示したものである．高年齢雇用継続給付を受給する者につい

ては・その分について賃金月額の10％に相当する年金額がカットされる
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簑手取額

図6

第113巻　第6号　平成7年（1995年）6月号

賃金と年金と高年齢雇用継続給付の合計額

　　（年金額20万円のケース）

　　　　　　　　　　　　　　　　　｛単位：万円〕

36

30

22

賃金十年金十高年岱雇用継続給付
34．

　　　で調整後〕　　　　　　　　　　32．

　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　■　　　　　　　28．8　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　9．O　　　　　　　■

21・1・J金1賃金

　　．．比一．．．　’　　　．

31－d

35，856．O

串・O

10

　　O　　　　10　15　20　251　30　34
　　　　　　　　　19．8〕　㈹　120〕126〕l　130〕13チ〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．6　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64％　　　　　85％　60歳吟点賃全比

　　　　　　　　　　　　　（注）60歳時点の賃金は、40万円と仮定。

（98年4月実施9））．

　なお今回の改正で失業給付と年金給付の併給はなくなる（98年4月以降）．

その調整は，失業給付の基本手当受給期問（または所定給付日数）満了後に

「基本手当30日分支給につき年金1ヵ月分が支給停止」となるように事後に

精算し，不足する年金を追給する方向で検討されている．調整は年金サイド

が受けもつことになる1

　雇用と年金の連携は，このように芸が細かくなづた分だけ複雑となった・

貨金

1標準報酬
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縦割り行政の弊害を否定しえない．これによって高齢者の雇用が促進される

かどうかは事業主の対応いかんに左右されよう．

6年金保険料率の引き上げ

　厚生年金の保険料はこれまで原則として5年に1回ごとに引き上げられて

きた．1994年10月時点において厚生年金の保険料は14．5％であり，それを

労使が折半負担していた、制度改正により，厚生年金の保険料は1994年11

月から16，5％に引き上げられ，さらに1996年10月から17．35％となる、

1994年11月から1999年9月までの期間平均で2．5％の引き上げになる．

　1989年段階の前回改正では5年平均で2．2％の保険料引き上げが提案され

た．今回における改正の方が弓1き上げ幅は大きい．この間に出生率が予想以

上に低下し，将来の年金財政がその分だけ厳しくなった．これが引き上げ幅

拡大についての政府の言い分である．政府の将来収支試算によると厚生年金

の保険料は今後とも5年に1回の間隔で2．5％ずつ引き上げていき，最終的

に2025年以降29．8％とする必要がある1

　保険料率の引き上げ幅拡大については異論がなかったわけではない．94

年時点における日本の景気は力強さに欠けていた．雇用不安も依然として大

きかった．景気浮揚のため約5兆4800億円に上る所得税・住民税の減税が

1994年には実施された．この減税のうち恒久減税分3兆5000億円のかなり

の部分が年金保険料負担の増大分（平年度べ一スで3兆円台）で相殺されて

しまうだろう．景気対策を政府が一体となって推進するためには年金保険料

率を毎年O，5％ずつ引き上げていくことも一案として検討に値していたはず

である．ちなみに2％の保険料引き上げをしなくても給付改善は可能であっ

た．

　年金保険料の小刻み毎年引き上げを提案したのは，景気対策としての整合

性が問題となったからだけではない1国税庁『民間給与実態調査』によると，

1992年およぴ93年において標準的サラリーマン世帯の可処分所得の伸びは

消費者物価上昇分を下まわった．2年連続で現役組の手取り収入が実質的に
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（44）　　　一橋論叢　第113巻　第6号　平成7年（1995年）6月号

低下したのである．後述するように，公的年金を安定的に維持していくため

には現役組の生活水準が少しずつでもいいから毎年上昇していくことが必要

である．この点からみて由々しい実態が2年連続して生じていた．べ一スァ

ップの凍結や定期昇給が見送りになっているところも少なくなかったlO〕．

　年金保険料は企業にとって人件費の一部である、年金保険料の2％引き上

げ（労使込み）は1％の賃上げと同じである．1994年夏の時点で日経連は

最低賃金の凍結を主張していた．また95年の春闘においてもベアゼロの方

向をいち早く打ちだした．年金保険料の引き上げはこのような経営側の基本

方針とも合致していない（ただし日経連は年金保険料の2％一挙引き上げに，

どういうわけか反対しなかった）．

　さらに日本の政府貯蓄は黒字であり，結果的に経常収支の大幅黒字につな

がって日米間の経済摩擦を激しくする1つの要因となっていた．この時期に

政府貯蓄のいっそうの増大につながる年金保険料の2％一挙引き上げをなぜ

しなけれぱならなかウたのか．マクロの貯蓄／投資バランスを図ることを通

常の経済政策は求めており，この点からも年金保険料の一挙引き上げに問題

がなかったとはいえない．

　年金保険料の引き上げを当局が急いだ理由は別のところにあるのではない

か．1989年の財政再計算結果によると，厚生年金本体の積立金は2000年か

ら2005年にかけて減ると予想されていた（名目額べ一ス．表2）．これは，

厚生年金本体における単年度の収支がこの間にマイナスに転じることを意味

していた．厚生年金本体が一旦，赤字に転落すると様々な不都合が生じる．

積立金の取りくずしは容易ではなく，資金運用部資金もそめ分だけ増加が抑

制される．財政投融資の配分も変わらざるをえない（還元融資もなくなる）．

このような実態を未然に避けることを当局は意図したのではないか．ちなみ

に1994年財政再計算結果によると，厚生年金本体の積立金は2010年まで名

目額がふえつづけることになった（表3）．年金保険料の引き上げスピード

を早めた効果は，ここに顕れているのである．年金保険料を今後どのように

引き上げていくかについては，財政投融資の見直しとからめて議論する必要
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1994年の年金改正とその評価 （47）

もある．

　なお年金保険料を段階的に引き上げていくさいに，厚生年金では高齢化の

ピーク時においても給付額の2年分以上に相当する積立金を保有することを

今回，新たに想定した．しかし，このような想定に合理的な根拠があるとは

思えない．現に旧西ドイツやイギリスでは給付額の2ヶ月相当分を積立金と

して保有しているにすぎない．

　年金保険料が徴収される標準報酬月額の上限と下限も1994年11月からそ

れぞれ引き上げられた．すなわち上限は53万円が59万円に，また下限は8

万円から9万2000円にそれぞれ引き上げられた．

　これまでボーナスからは年金保険料が徴収されていなかった．1995年4

月以降ボーナスからも労使込みで1％の保険料が徴収される．この場合，徴

収べ一スのボーナスに上限はない．「本来であれぱボーナス込みの総報酬に

対して年金保険料を賦課すべきである」という意見がどちらかというと強か

った．今回は事業主側に対する配慮もあり，総報酬制への切りかえにむけて

第1歩を踏み出したと考えてよいだろう11）・

　一方，非被用者が支払っている定額の年金保険料は1993年4月以降1人

月額1万500円であったが，1994年4月以降1万1100円となり，さらに

1995年4月以降，1万1700円となる．そして1996年4月以降，毎年500円

（1994年価格）ずつ引き上げられる予定であり，最終的に2015年以降2万

1700円（1994年価格）となる．

7女性の年金

　日本では女性の年金をめぐる議論も少なくない．この問題は世界各国が取

扱いに苦悩しており，解決策を模索中である　日本では，とくに遺族年金お

よびパートタイマーの年金保険適用が大きな問題になっている．

　日本の遺族年金には原則として性別による差別はないというても大過ない

だろう．そこで，老齢年金を受給中の夫が死亡した場合，残された妻の遺族

年金が専業主婦と共働き妻でどう違うかをまず説明しておこう、双方とも妻
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（48）　　一橋論叢第113巻第6号平成7年（1995年）6月号

自身の老齢基礎年金を夫死亡後も受給しつづける．この点に変わりはない、

違いは報酬比例年金に生じる．すなわち専業主婦には夫が受給していた報酬

比例年金部分の4分の3が遺族年金として支給される．一方，共働きの妻に

は妻自身の報酬比例年金部分が引き続き支給されるか，あるいは，その代わ

りに夫の報酬比例年金部分の4分の3が遺族年金として支給される．共働き

の妻が後者を選べば，専業主婦の妻の場合と遺族年金は同じになる．

　このような取扱いに対しては共働きの妻の不満が強かった．共働きの妻自．

身が納めた保険料は“掛け捨て同然”ではないかというのである．

　今回の改正により共働きの妻に対して第3の選択肢が設けられることにな

った．すなわち夫と妻が受給している報酬比例部分の合計額の2分の1を遺

族年金とするという選択肢である．これは，欧米の一部の国々で実施されて

いる「所得分割方式」の部分的採用を事実上，意味している．これによって

共働きの妻の不満は多少ともやわらぐことになるだろう．ちなみに妻の報酬

比例部分が夫のそれの（4分の3より低く）半分より高けれぱ，この第3の

選択肢を選ぷメリLツトがある12）．

　専業主婦が年金保険料を直接納付していない点に対しても一部に批判があ

る．ただし老齢年金の取扱いに関するかぎり現行制度に専業主婦か共働きの

妻かで差別はない．夫婦単位でみると拠出した保険料と受給する年金額に違

いがないからである1ヨ）．

　今回の改正により，育児休業期間中の者の年金保険料・健康保険料・雇用

保険料は本人負担分が納付免除となった（いずれも95年4月実施）．この改

正も事実上，共働き妻への支援強化となるだろう14）．

　つぎに日本ではパートタイマーの年金保険適用問題が議論されている．現

行制度では就労時間が33時間未満のパートタイマーには年金保険が直接適

用されない（いわゆる4分の3条項）、このようなパートタイマーは原則と

して専業主婦と同じ扱いを受ける．ただし，そのような者でもパートタイム

労働による年間賃金収入が130万円を超えると，被扶養配偶者となれない．

年収130万円超のパートタイマーは国民年金（1階の定額年金）に加入する
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義務があり，定額の保険料をみずから負担する．

　現行制度は年問収入130万円未満のパート労働を促進しがちである．この

ような現実に対しては，パートタイマーを年金制度に直接加入させる方向を

検討すべきだという意見がどちらかというと強い　そのためには遺族年金の

改善を図ってパートタイマーに年金制度加入へのインセンティブを高める必

要があるだろう．

　女性の年金に関連して，上記以外に指摘されている問題点は次の4つであ

る一まず第1に・専業主婦だった妻が離婚しても婚姻期間中に夫が獲得した

年金請求権（報酬比例年金）は分割されない．これを分割したらどうかとい

う意見がある．第2に，遺族年金は再婚すると支給停止となる．これも支給

を継続してよいという批判がある．第3に，老齢年金受給後に結婚した配偶

者に遺族年金の受給権を認めているのはおかしいという意見がある．第4に，

母子には遺族年金の受給を認めているが，父子には遺族年金の受給を認めて

いない．これは両性の平等に反する．

　女性の年金については，すべてを個人隼金化し，遺族年金を廃止するとい

うスウェーデン方式を推奨する者が日本にも女性有識者の一部にいる．しか

し男女の賃金格差が歴然としている状況下で，この方式を採用することに女

性の多数派が賛成するだろうか．他方，所得分割方式は独身者や離婚妻にメ

リソトを与えがちである．家庭基盤の弱体化をいっそう助長しかねない所得

分割方式の採用をレーガン・ブッシュ政権は見送った．女性の年金について

　　　　　　rは，なお研究すべき点が残されている．

8残された課題

　他に残された課題も少なくない．まず年金制度一元化をどう図るか，年金

行政にかかわる費用をどう節約するか，という問題がある、また年金制度の

なかで出産を新たに支援したり（出生給付の新設），子育てを支援したりす

る（たとえば児童扶養控除を年金保険料計算時に認める）必要性も大きい15）

さらに高齢障害加算制度を創設して年金給付体系をライフステージに即した
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ものに改める必要もある．

　人口高齢化が避けられない日本の将来にとって最も重要なことは，日本経

済が今後とも成長していくことである．成長のない世界で高齢者数が増えて

いくと，現役の手取り収入は実質的に減うていく．「親の世代よりも豊かに

なれない」という思いが子供の世代の心を支配しはじめたら，高齢者の生活

を従来どおり社会的に支えていくことはできなくなる．政治不信が渦巻くな

かでパイの奪いあいがはじまるからである．

　日本の老年人口比率は今後20数年間にわたって毎年0．5％ずつ上昇する．

それに伴って高齢者の生活を社会的にサポートするための費用も実質的にふ

えていく．子供や孫の世代の公的負担は現世代の負担より実質的に高くなら

ざるをえない．このとき，いったいどの程度の賃金上昇があれば子供や孫の

世代の手取り賃金は現在より実質的に高くなるか．この点を表1であわせて

調べてみた、それによると，今後35年間に負担が実質的に倍増するとして

も年率で実質0．6％超の賃金増（税込み）があれば手取りでみた現役組の生

活水準は今後も確実に上昇する．年率で平均して1～2％の実質成長があれ

ば，この確実性はさらに強まる．経済成長を持続させることの重要性をくり

かえし述べておきたい．

　財源選択問題も成長阻害度との関連で議論することが重要である．所得課

税，年金保険料，消費課税のうち最も成長阻害度が小さい財源はなにか．そ

れは実は消費課税である．消費課税とくらべると所得課税は税金を前取りし，

貯蓄や投資に課税じて成長を阻害するからに他ならない．

　年金保険料は成長阻害度という点では所得課税と消費課税の中問に位置す

る性格をもつ．年金保険料はもともと逆進性が強い．さらに年金保険料は人

件費の一部であり，企業行動から中立的でない．人件費負担増を回避するた

めに企業は生産拠点を国外に移すおそれが強く，結果的に国内生産は停滞を

余儀なくされる．この点でも年金保険料は問題が多い．

　したがって長期的にみると高齢化に伴う負担増の少なくとも一部は消費課

税の強化にようて調達する方が賢明である．また，その場合，青・壮年期に
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おける過度の負担が緩和され，ライフステージごとの負担は従来より平準化

される．

　従来・国民負担のあり方として今後は租税負担よりも年金保険料等の社会

保障負担を重視すべきだとしてきた．このような臨調・行革路線も再検討す

る必要がある．1994年3月に発表された「21世紀福祉ビジヨン」は事実上

の増税（対国民所得比）を打ちだしており，この方針転換を高く評価したい．

ただし現行の消費税には事業の規模や内容に対して中立的となっていないこ

とをはじめとして，いくつかの欠陥がある．それらの欠陥を是正する必要性

も大きい．

　＊　本稿の基礎となった研究に対して文部省科学研究費一般研究C（研究代表

者1高山憲之，課題番号06803007）による研究助成をうけた．記して謝意を表し

たい．

1）年金割度の概要についてはTakayama（1992a，Chap．1），高山（1992b）を

　参照されたい、

2）Secretary　of　State　for　Social　Security，UK（1991）参照．なお長期加入者

　（45年以上加入者）や働くことが著しく困難な障害者の場合，65歳前でも従来の

　「特別支給の老齢厚生年金」を例外的に受給できる．今回の年齢調整は厚生年金

基金の「代行部分」への影響に配慮した決着であるとも言えよう．結果的に低賃

金を余儀なくされた者（典型的には中小企業の従業員や女性）が割りをくうこと

　になoた（1階60歳，2階65歳支給開始の場合あるいは1階2階とも65歳前は

繰り上げ支給の場合と比較せよ）．

3）公務員（自衛官・海上保安官・刑吏・航空管制官等を含む）は男女とも民間

　サラリーマン男性と同様である．なお讐察・消防職員は6年遅れの調整となる．

船員・抗内員の場合，支給開始年齢は現在55歳であるが，2001年度から徐々に

引き上げ2013年度までに60歳とすることになっている．

4）　この所得バランスはボーナス分を考慮していない．ボーナスを考慮すると標

準ヶ一スで100対63のネットパランスになるといわれている．

5）OB組が従来どおり68％給付（対グロス賃金比）を一旦受給して，そこに

13％（対グロス賃金比）の公的負担がかかる場合と事実上，同じである．ネツト

の年金は55％水準（対グロス賃金比）になる．なおネツトスライド制への切り
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かえに全く問題がないわけではない．資産保有や相続・贈与が無視されたこと・

5対4という比率が適正であるかどうかを不問に付したこと，インセンティプ・

コンパティピリティ問題を招来しかねないこと，過去と現在を尊重しすぎて将来

を犠牲にするおそれがあること，等である、

6）Schm直h1（1993）参照．日本のネットスライドは技術的にいうとドイツとは

若干異なる方式となった．日本では5年に1回ごとに行われる過去賃金の再評価

について，その方法を変えることにした．従来どおりであれぱ再評価率は17％

の改善となったはずであるが，今回は16％にとどめた．この差分1％は年金保

険料の引き上げ（本人負担分のみ）から生じている．ドイツでは国民経済計算デ

ータをぺ一スとしており，事業主負担分の保険料も考慮されている．なお世代間

契約における最も公平な方法として年金のネットスライドを提案したのは英語文

献ではMusgrave（1981）が最初であった．

7）ただし標準報酬月額制を採用しているため賃金ブラス年金の合計額は必ずし

　も直線的に増大しない．賃金増にもかかわらず合計額が減ってしまう賃金域が部

分的にある．なお制度改正により在職老齢年金の受給者数（厚生年金）は1993

年3月の42万人から1995年度には11O万人に増大すると予測されている一これ

は月給25万円以上の者が新たに在職老齢年金の受給資格をうることに基づく．

8）　この意見を日本で最初に述ぺたのは山崎泰彦氏である、山崎（1989）参照．

9）在職老齢年金の考え方を踏襲すれぱ，この場合には賃金月額の12．5％に相当

する年金額をカットしてよいはずである．しかし年金サイドで労働行政に対する

多少の配慮が結果的になされた格好になった．なお今回の高齢者雇用促進措置が

「低賃金温存」という従来の批判を免れるか否かについては，今後の推移をみる

必要がある．ただし本人および事業主にとって月給を9万5000円弱に設定し，

　ボーナスを調整弁とする（たとえぱボーナスを年額で200万円とする）ことは依

然としてメリットが大きいように恩われる．図6によると，在職老齢年金プラス

高年齢雇用継続給付の合計額（絶対額）が最大となるのは，依然として月給9万

　5000円弱であり，制度改正前後でほとんど変わりがない．

1O）　しかるに連合は年金保険料の2％一挙引き上げに反対しなかった．

11）　ボーナスに年金保険料が賦課されないと負担の不公平がいくつかの面で生じ

　る．またボーナス部分を極端に厚くして年金負担を回避したり在職老齢年金の減

　額分を少な目に抑えたりする動きがあった．ボーナス保険料の導入あるいは総報

　酬制への切りかえによって上記の問題は基本的に消失する．ただし高賃金の者は

　ボーナス分を低くしたり年俸制に切りかえたりすることによって年金負担の一部

　を免れることが新たに可能となる．さらにボーナスは給付にいっさい反映されな
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　いので，ボーナス保険料の納付が正直に行われないおそれもある．

12）第3の選択肢については，合計額の4分の3（上限つき）を遺族年金とする

　という案もあったはずである．こちらの案であれぱ，専業主婦と共働きの妻の取

　扱いは完全に無差別となる．あるいは専業主婦の遺族年金を夫の報酬比例部分の

　2分の1とすれぱ，今回の提案で双方は無差別となウたはずである．

13）　日本の厚生年金は従来，専業主婦を妻にもつサラリーマンを標準モデルとし

　てきた．市場で働く女性がふえている現在，標準モデルの設定を見直す必要があ

　るだろう．高山（1992c）参照．女性の年金については村上（1993），Ross－Upp

　（1993）をさらに参照してほしい．

14）　これまでだったら出産退職していた者が退職時点を育児休業終了直後に移す

　おそれが多い、このような退職は今回改正の趣旨に反するのだが……．

15）子供は他人に産んでもらい育ててもらう（自分の子供はつくらない）．そして

　年をとったら，その子に年金を通じて面倒をみてもらう．これが現在もっともラ

　クな方法である、子供の養育に少なからぬ私的費用がかかうている現在，出産・

　子育てについても世代間の社会的扶養を抜本的に強化しないかぎり，上記の論点

　は変わらない．なお世代間の再分配において今日もっとも手薄となっているのは

　30歳代の子持ち世帯に対する支援策である．高山（1995b），高山・有田（1995）

　をみよ．
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